
平成19年度にかかる自治体要請事項（市町） 

 

（労福協） 

１．福祉タクシー・乗り合いタクシー制度について 

重度の（身体、知的）障害者に対する福祉タクシーチケットの助成措置を継続して

下さること。また自治体ではバスの廃止後、福祉バス・コミュニティバスを運行して

いるが、乗り合いタクシーを含めて対応していただきたい。 

 

２．広報への協力について 

労福協が主催している県内全労働者を対象とした各事業実施にあたり、自治体広報

紙への掲載とポスター等の掲示をして下さること。 

（１）くらしなんでも相談事業   年2回 各9会場 

（２）中小企業勤労者のための労働問題基礎講座    年1回 ８会場 

 

 

（労働金庫） 

１．さらなる取引について 

健全な金融機関である北陸労働金庫との取引を従来以上に深めていただきたい。具

体的には預金の預け先として、財政資金の借入先としてご利用下さること。 

 

２．勤労者生活安定資金について 

勤労者ライフプラン資金融資制度として「勤労者生活安定資金」は、昭和53年の

制度発足以来、県内全自治体統一制度として延べ７万６千人にご利用いただいており

ます。また、平成 17年度からはこれに加えて「勤労者育児・介護休業生活資金」が

新設されました。来年度も勤労者が幅広く利用できる現行制度（預託金方式）を継続

いただくと共に、制度内容について、広く住民に周知すべく広報紙に掲載して下さる

こと。 

 

３．勤労者住宅資金利子補給制度の継続について 

勤労者住宅資金利子補給制度は、発足以来、勤労者の住宅取得および増改築の支

援策として定着しております。現行制度を次年度以降も継続して下さること。 

（福井市・敦賀市・小浜市・あわら市） 

 

 

（労信協） 

１．預託金（貸付金）の継続 

保証料負担軽減の助成措置として、借入金利率０％の預託を平成18年度と同様に

継続して下さること。 

 



２．保証料補給制度の継続、新設 

保証料の直接的負担軽減制度として、保証料補給制度の継続及び新設をして下さ

ること。 

 

 

（県民生協） 

１．生協の施設建設にともなう理解と支援について 

今後店舗事業の展開を計画しています。施設設置や事業開始においては理解いただ

き、支援をして下さること。（福井市・越前市） 

 

２．生協の福祉事業展開にともなう理解と支援について 

今後福祉事業（デイサービス・ヘルパーステーション・子育て支援センター等）を

計画しています。施設設置や事業開始においては理解いただき、支援をして下さる

こと。（坂井市・大野市・敦賀市） 

 

３．定期的な懇談会開催のお願いについて 

生協では「食・環境・福祉・子育て支援・消費者問題」を重点に事業や活動に取り

組んでいます。各地区ブロック委員会との定期的な懇談会の開催をお願いします。

合わせて委員会やイベント事業への参加協力をさせていただくこと。 

（福井市・坂井市・越前市・敦賀市） 

 

４．｢食育の推進｣について 

昨年「食育基本法」が成立し、生協でも様々な食育活動に取り組みました。学校

や地域での健康な食生活推進のため、地元食材や添加物の少ない生協商品の学校給

食や自治体イベント等での協力をさせていただくこと。 

 

５．高齢者や子育て家庭への生活支援について 

生協では高齢者や子育て家庭への買物支援「個人宅配（手数料無料）」や介護事業

や「助け合い活動」（家事援助や見守り）、子育て支援広場・一時預かりなど、生活

支援に取り組んでいます。自治体の進める高齢者や子育て支援の取り組みに対して、

生協として積極的に協力させていただきます。同時に地域包括支援センターや広報

紙での紹介をして下さること。 

 

６．消費者の自立支援について 

関係団体である「ふくい・くらしの研究所」が昨年「消費生活講座」業務委託を受

け、組合員にも広く案内をしています。また、生協独自に「くらしの相談ダイヤル」

をスタートしました。各自治体での消費者行政の窓口と相談員の拡充および消費者

の自立支援啓発活動をお願いするとともに、電話相談事業の協力をさせていただく

こと。 

 



７．災害時緊急支援物資提供について 

   2年前の福井豪雨、そして今年7月の大雨など自然災害の発生が増えています。現

在、生協連合会を通じて、福井県とは災害時緊急支援物資の協定を締結しております

が、各市町とは出来ておりません。全国では 33都道府県で市町単位でも協定を結ん

でいます。各市町単位での協力もさせていただきますので、協定について検討して下

さること。 

 

８．公共施設の使用について 

   地域の組合員が、料理教室や文化活動等での公共施設（公民館や福祉センター等）

をお借りする場合、スムーズな貸出しと価格面での配慮をして下さること。 

 

 

 


